
事 務 連 絡 

令 和 2 年 6 月 3 日 

 

地区歯科医師会 御中 

 

公益社団法人 東京都歯科医師会  

 

 

今後の歯科診療における留意事項等について  

 

 

平素より本会会務運営に特段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、日本歯科医師会から下記メールによる連絡がありました

ので、取り急ぎ情報提供させていただきます。 

なお、本会は東京都並びに日本歯科医師会等からの新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）関連情報について、随時、地区歯科医師会に対し情報提供を行う予定でございます。 

 

 

〔日歯メール〕 

「今後の歯科診療における留意事項等について」 

令和 2 年 6 月 2 日付・メール送信 日本歯科医師会 総務課 

 

 

都道府県歯科医師会 御中 

 

日本歯科医師会総務課です。平素より大変お世話になっております。 

標記の件について、別添の通りご連絡いたしますので、 

ご確認よろしくお願い申し上げます。 

 

公益社団法人日本歯科医師会 総務課 

 

 

 

〔担当〕 

公益社団法人東京都歯科医師会 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策本部 

事業第一課 医療管理・調査担当 羽二生・正岡 

TEL 03-3262-1149（直通） 

FAX 03-3262-4199 



日 歯 発 第 2 6 0 号 

令和 2 年 6 月 2 日 

 

 

都道府県歯科医師会会長 各位 

 

 

公益社団法人 日本歯科医師会 

会 長  堀   憲 郎 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

今後の歯科診療における留意事項等について 

 

 

日本歯科医師会では、新型コロナウイルス感染症の拡大や、緊急事態宣言の発

令を踏まえて、これまでも臨床現場の感染防止対策、留意事項等についてお知ら

せしてきました。 

また衛生用品の供給も厳しい中で、臨床現場の歯科医療機関でも様々な工夫

をして最大限の感染防止に努めて頂いているところです。 

通常診療での標準予防策に加えて講じて頂いている感染防止措置の中から、

有効とされる対応を、日本歯科医学会連合の見解を得つつ、取り急ぎまとめてお

知らせ致します。 

地域や各歯科医療機関の状況を踏まえ、ご参考にして頂くようお願い申し上

げます。尚、これらを含む内容について日本歯科医学会連合で取りまとめてホー

ムページで公開していますので併せてお知らせ致します。 

 

○一般社団法人日本歯科医学会連合 

「コロナ時代の新たな歯科システムを 新機軸ー歯科における感染予防ー」 

http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_protect.html 

 

また、今後の第２波、第３波の感染拡大を想定した、新たな歯科診療の指針

（仮）についてタスクチームを立ち上げて検討していることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_protect.html


【 １．診療に関する留意事項 】 

 

〇診療室内のエアロゾル対策 

・口腔内バキュームの確実、的確な操作。口腔外バキュームの活用 

・エアタービン、ハンドピース、超音波スケーラーなどの適正な水量調整 

・ラバーダムの活用 

 

〇手袋、ゴーグルまたはフェイスシールドについて 

  ・グローブ装着前後の手指消毒の徹底 

・眼鏡ではなくゴーグルまたはフェイスシールドの積極使用 

 

〇歯科用ユニット、周囲、その他接触部位の消毒 

・ドアノブなど高頻度接触部位、レセプトコンピューターなどの周辺機

器、トイレ周り等の清拭 

 

〇印象材、技工物等の消毒 

・印象材への適切な水洗（アルジネート印象材では、120秒以上、シリコ

ーン印象材で30秒以上の水洗）または0.1～1.0％次亜塩素酸ナトリウム

溶液、グルタラール（グルタルアルデヒド）溶液への浸漬 

・完成した技工物の消毒 

 

〇Ｘ線撮影について 

・可能な場合は口外撮影法の活用の検討 

 

〇患者さんの健康管理 

・体調、味覚・嗅覚の異常の有無の確認、体温チェック 

 

〇治療前後の含嗽（口、喉のうがい） 

  ・治療前後の患者さんの消毒薬による含嗽 

 

【 ２．診療環境に関する留意事項 】 

 

〇密集、密接、密閉の回避 

・診療スケジュールの管理による待合室、診療室の⼈数の調整 

・定期的な換気の徹底 

 

〇接触感染予防 

・待合室・診療室の遊具などの撤去 

・待合室・診療室の雑誌、本など消毒困難なものは置かない 



・患者さんの手洗い、手指消毒の徹底。玄関入口等への手指消毒剤の設置 

 

〇受付環境 

・受付職員へのマスク、フェイスシールド等の装着 

・治療時以外の時間の患者さんへのマスクの装着要請 

・受付におけるビニールシートやアクリル板パーテーション等による遮蔽 

※ただし遮蔽内部の換気状態に注意 

 

【 ３．スタッフに関する留意事項 】 

 

〇体調管理 

・毎日の検温（朝、夜）と報告システムの構築 

・倦怠感などの症状等の報告と対応の流れの徹底 

 

〇医局内での注意事項 

 ・医局における換気、空気の清浄化 

・対面での食事等への配慮 

・密接状態での会話の回避 

・診療着の適切な交換管理 

・感染防止対策に関わる情報の共有 

 


